
県立西都原考古博物館管理規則の一部改正について

１ 改正理由

西都原考古博物館の観覧者の増加を図るとともに、施設利用者の利便性を高めるた

め、開館時間等について、所要の改正を行うものである。

２ 改正の内容

第６条（開館時間等）

区 分 改 正 前 改 正 後

開館時間
午前１０時から 午前９時３０分から

午後６時まで 午後５時３０分まで

展示室の 午前１０時から 午前９時３０分から

入室時間 午後５時３０分まで 午後５時まで

３ 施行期日

令和２年４月１日
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